
 
 
 
 
 
 
 
那覇市長 宛                       令和   年   月   日 

地方税法第 355条及び那覇市税条例第 64条の規定により次のとおり申告（承認申請）します。   

届 出 内 容 □登録       □変更        □廃止 

届 出 理 由 □市外（県外・海外）在住   □その他（           ） 

申

請

者 

住 所  

フリガナ  

氏 名  

電話番号  
 

納
税
義
務
者 

(

所

有

者
） 

住 所  法人の場合 

フリガナ  
生年月日 

大・昭・平・令 

年  月  日 印 氏 名  

電話番号  

廃止の場合、以下は記載不要です。 

納
税
管
理
人 

住 所  法人の場合 

フリガナ  
生年月日 

大・昭・平・令 

年  月  日 印 氏 名  

電話番号  
納税義務者 

との関係 
 

≪注意事項≫ 

・納税義務者と納税管理人、それぞれの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の写しを添

付、又は提示してください。 

・法人の場合は、代表者印を押印してください。 

・納税義務者が所有する全ての物件（単独名義・共有名義）の納税通知書等を納税管理人へ送付します。（所

有物件の一部のみを対象とした納税管理人の設定はできません。） 

・納税管理人の変更又は廃止をする場合の他、納税管理人申告（承認申請）書に記載した事項に変更が生

じた場合においても、改めて申告書を提出してください。 

≪地方税法第 355条≫ 
固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)

を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のう

ちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有する

ものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更

しようとする場合においても、また、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村

長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 

受付職員(日付)  ／ 登 録 Ｃ Ｄ  

納税義務者 

本人確認 

□運(経歴) □マ □在 □障 

□旅 □その他（           ） 

電 算 入 力 令和   年   月   日 

決 裁 令和   年   月   日 

担当副参事 Ｇ 長 担 当 

納税管理人 

本人確認 

□運(経歴) □マ □在 □障 

□旅 □その他（           ） 
   

固定資産税納税管理人申告（承認申請）書 



 
 
 
 
 
 
 
那覇市長 宛                       令和 〇 年 〇 月 〇 日 

地方税法第 355条及び那覇市税条例第 64条の規定により次のとおり申告（承認申請）します。   

届 出 内 容 □登録       □変更        □廃止 

届 出 理 由 □市外（県外・海外）在住   □その他（           ） 

申

請

者 

住 所 那覇市〇〇丁目〇番〇号 

フリガナ 〇 〇  〇〇〇 

氏 名 〇 〇  〇〇〇 

電話番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇 
 

納
税
義
務
者 

(

所

有

者
） 

住 所 那覇市〇〇丁目〇番〇号 法人の場合 

フリガナ 〇 〇  〇〇〇 
生年月日 

大・昭・平・令 

年  月  日 印 氏 名 〇 〇  〇〇〇 

電話番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇 

廃止の場合、以下は記載不要です。 

納
税
管
理
人 

住 所 那覇市〇〇丁目〇番〇号 法人の場合 

フリガナ 〇 〇  〇〇〇 
生年月日 

大・昭・平・令 

年  月  日 印 氏 名 〇 〇  〇〇〇 

電話番号 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇 
納税義務者 

との関係 
○○ 

≪注意事項≫ 

・納税義務者と納税管理人、それぞれの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の写しを添

付、又は提示してください。 

・法人の場合は、代表者印を押印してください。 

・納税義務者が所有する全ての物件（単独名義・共有名義）の納税通知書等を納税管理人へ送付します。（所

有物件の一部のみを対象とした納税管理人の設定はできません。） 

・納税管理人の変更又は廃止をする場合の他、納税管理人申告（承認申請）書に記載した事項に変更が生

じた場合においても、改めて申告書を提出してください。 

≪地方税法第 355条≫ 
固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)

を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のう

ちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有する

ものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更

しようとする場合においても、また、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村

長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。  

受付職員(日付)  ／ 登 録 Ｃ Ｄ  

納税義務者 

本人確認 

□運(経歴) □マ □在 □障 

□旅 □その他（           ） 

電 算 入 力 令和   年   月   日 

決 裁 令和   年   月   日 

担当副参事 Ｇ 長 担 当 

納税管理人 

本人確認 

□運(経歴) □マ □在 □障 

□旅 □その他（           ） 
   

固定資産税納税管理人申告（承認申請）書 

 

記入例 

✓ 

 ✓ 


